
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 
☎ 958-0110 
 
 
☎ 983-6731 

 

侵 入 盗 ・ ・ ・ ・ １ 件 

自 動 車 盗 ・ ・ ・ ０ 件 

オ ー ト バ イ 盗 ・ ０ 件 

自 転 車 盗 ・ ・ ・ ７ 件 

万 引 き ・ ・ ・ ・ ２ 件 

自 販 機 ね ら い ・ ５ 件 

部 品 ね ら い ・ ・ １ 件 

そ の 他 窃 盗 ・ ・ ９ 件 

器 物 損 壊 ・ ・ ・ １ 件 

 

 

□ 自転車の基本的な交通ルールに変更は 

 ありません。 

□ これまで「赤切符」で検挙されていた 

 交通違反の一部が、「青切符」で検挙 

 されることとなります。 
 
その場で反則金の納付書が交付されます。 

 

・対象は 16 歳以上 
※運転免許証の有無は関係ありません 

 

自転車への青切符の導入 
埼玉県警ＨＰ 

 

交通安全ｅラーニング 
埼玉県警ＨＰ 

 

2026 年 4 月 1 日から 
自転車の交通違反に 
交通反則通告制度(青切符)が導入 

 

 

 本数値は交番での取扱い件数であり

刑法犯認知件数とは異なります。 


